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▶１７ 議会の窓

2広報
─ Ono Town ─

No.762
2024

快適で 笑顔あふれるやすらぎのまち おおの

私たちの未来はこれから



大野町の連結財務４表

 連結対象会計・団体等 
　連結財務書類とは、普通会計に加え、
公営事業会計、一部事務組合などの関
係団体を、「行政サービス実施主体」
というグループとして連結した財務書
類です。
　町が連結対象とする会計等は右図の
とおりです。

①　貸借対照表（バランスシート）
　「貸借対照表」は、町が住民サービ
スを提供するために保有している財産

（資産）とその資産をどのような財源
（負債・純資産）でまかなってきたか
を総括的に表すものです。また、資産
合計額と負債・純資産合計額が一致し、
バランスがとれている表であることか
ら「バランスシート」とも呼ばれます。

町民１人あたりのバランスシート
資産：１９５万円　　　負債：４３万円　　　純資産：１５２万円

（令和５年１月１日現在人口　２２，０５６人）

 財務書類４表 

　町民の皆さんに分かりやすく財政状況をお知らせするため、民間企業会計の手法を取り入れた
「統一的な基準」に基づいた連結財務４表を作成しました。
　財務４表とは、「貸借対照表」「行政コスト計算書」「純資産変動計算書」「資金収支計算書」の
ことで、大野町（普通・公営事業会計）および一部事務組合などの関係団体の財務書類を連結ベー
スで把握することにより、町の全体的な財務実態を見ることができます。

 次世代へ引き継ぐ資産・負担（社会資本形成の世代間負担比率） 

　町が今までに整備してきた学校や道路などの社会資本について、これまでの世代と将来世代がどのよ
うな負担割合になるのかを見る比率です。

純 資 産 比 率：７７．７％（純資産合計÷資産合計×１００）
将来世代負担比率：１１．５％（地方債合計÷有形・無形固定資産合計×１００）
� ※地方債合計は特例地方債を除く

　町では、社会資本形成のこれまでの世代の負担比率が高く、将来世代の負担比率は低いことから、将
来世代である子どもたちに負担の低い財産形成が行われていることが分かります。

４３０億９千万円

3 ７２億９千万円
９６億０千万円

１８億０千万円

４０億０千万円
１０億６千万円 3 ３４億９千万円

４３０億９千万円 ４３０億９千万円

④ ③
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②　行政コスト計算書
　「行政コスト計算書」は、資産形成
に結びつかない行政サービス（福祉や
ゴミの収集など）にかかるコストと、
受益者負担額等（使用料、手数料など）
をあらわした表です。

③　純資産変動計算書
　「純資産変動計算書」は、貸借対照
表における純資産が１年間でどのよう
に変動したかを表したものです。行政
コスト計算書から算出された純行政コ
ストが、当年度の財源（税収等、国県
補助金）によってまかなわれているか
どうかを確認できます。
　純資産はこれまでの世代が負担して
きた部分で、この１年間の増減状況が
分かります。

④　資金収支計算書
　「資金収支計算書」は、１年間の現
金の出入りを「業務活動収支」、「投資
活動収支」および「財務活動収支」の
３つに分けて表したもので、１年間の
行政活動の収入、支出の実態を知るこ
とができ、どのような行政活動に資金
を必要とし、その資金をどのようにま
かなったかが分かります。
　また、最後に歳計外（所得税、社会
保険料など）の現金残高を加えること
で、期末時点での町の現金残高を知る
ことができます。

（令和４年度決算）

 町民１人あたりの行政コスト計算書　

　純経常行政コストと経常収益を
対比させることで、どれほど町の
一般財源でまかなっているかが分
かります。

純経常行政コスト：７１万円
経　常　収　益　：　３万円

1 ６３億２千万円

1 ６億２千万円

3 ５億９千万円

１０９億０千万円

２億１千万円

７億１千万円

1 ５６億１千万円

０千万円
０千万円

1 ５６億１千万円

3 ４０億６千万円
△５億７千万円

△1 ５６億１千万円

９０億０千万円

６０億３千万円

　　１千万円

3 ３４億９千万円

1 ４億４千万円

△４億０千万円
５億３千万円

△４億１千万円

△５億２千万円

1 ０億４千万円

２千万円

１０億６千万円
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新たな「大野の太鼓判」が誕生
第１１回「大野の太鼓判」認定証授与式

　このほど、大野の太鼓判認定委員会の審査を終え、新た
な「大野の太鼓判」認定商品が誕生しました。
　商品名は「葛アイス大福（いちごミルク味）」、価格は１個
３７８円（税込）。（株）柏鳥堂が大野町産の苺を使用し、和
菓子の需要が落ち込む夏場に向けて何か商品が開発できない
かを試行錯誤する中で、この商品は誕生しました。
　町長より、認定証が授与され、鳥本さんが「今年の夏に
完成し、販売を開始したばかりの商品ですので、今回、認
定委員の皆さんにいただいたアドバイスを参考に、商品の
さらなる魅力アップを図っていきたい」と話すと、町長は「こ
れまでも多くの人気商品がある中で、新商品の開発に力を
入れられていることは大変素晴らしいことです。これから
もさらに商品に磨きをかけるためのブラッシュアップを
願っております」と述べました。
　認定された商品は、町が自信をもって推奨する特産品と
して、情報発信、販売促進に努め、町と事業者がより一層
連携できるよう推進してまいります。

▲認定証を掲げる（株）柏鳥堂　鳥本　直幸さん（中央）
　大野の太鼓判認定委員会　委員長　笠井　博政さん　（右）

商 品 名：葛アイス大福
　　　　　（いちごミルク味）
事 業 者：（株）柏鳥堂
商品紹介：大野町産の苺を使
用した葛アイスとホイップク
リームを大福生地で包んだ夏
場にぴったりな和菓子です。

防火防災の誓いを新たに
令和６年消防出初式

　１月７日、新春を飾る恒例の消防出初式が、総合町民センターにて
開催されました。ふれあいホールにて多数の来賓を迎えて行われた式
典では、消防活動に功績のあった３２人に表彰状が贈られました。ま
た、式典終了後には三水川河畔にて消防団員による一斉放水が行われ、
団員のきびきびとした動作に観客から大きな拍手が贈られました。
　被表彰者は次のとおりです。（敬称略）
岐阜県知事表彰（功労章）
田邊　輝昭　　恩田　秀徳
大野町長表彰（勤労章）
松永　陽平　　坂　　吉将　　所　　和徳　　山口　智嗣
鳥本　直幸　　松久　雄亮　　永鳥　裕平　　羽賀　諒次
見屋井大輔　　内木　和博　　藤原　崇人　　桒原　和也
岐阜県消防協会長表彰（勤労章）
今西　哲也
岐阜県消防協会長表彰（特別感謝表彰）
村瀬　徳宏　　村瀬明日香
揖斐郡消防協会長表彰（功績章）
若原　健二　　鈴木　慎吾　　関野　洋利
汲田　光宏　　安田　和広　　長田　　大
大野町消防団長表彰（功績章）
細川　　顕　　内藤　智仁　　岡田　勝幸
河合　佑真　　南谷　　匡　　後藤　義史
佐藤　達哉　　戸髙　恭佑　　河村　拓也

▲記念撮影（副分団長以上）

▲一斉放水の様子

堀口　昭夫さん（公郷）
昭和３年１２月１４日生まれ

長寿のお祝い
９５歳おめでとうございます　これからも健やかに

ま ち の 話 題
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◆◆◆ 道の駅「パレットピアおおの」内　子育てはうす　ぱすてるからのお知らせです。◆◆◆

へようこそ！

　１２月のピヨピヨクラブではクリスマスにちなんだ制作
活動を行いました。
　ふたばクラスでは「サンタの飾りづくり」、みつばクラス
では「クリスマスツリーづくり」、よつばクラスでは「スタ
ンプあそび」をしました。素敵な作品ができあがり、自分
で作った作品を見て嬉しそうにしていました。

◎２月のスケジュール（予定）
　　　　　ふたばクラス…６日（火）、２０日（火）
　　　　　みつばクラス…８日（木）、１５日（木）
　　　　　よつばクラス…１６日（金）
誕生会…１９日（月）
栄養相談（栄養士による）・・・２７日（火）
休館日   ７日（水）、１３日（火）、１４日（水）、

２１日（水）、２６日（月）、２８日（水）
※ 開館状況等が変更になる場合がありますので、ホームペー

ジ等にて確認してください。

ピヨピヨ
クラブ

◎ひなまつりコンサート　マリンバを使った親子で楽しむコンサートです！！
プログラム
　春が来た、虹のむこうに、公園にいきましょう ほか
演奏者　稲垣　陽介
日時　３月３日（日）午後２時～
　　　（開場：午後１時４５分）（１時間程度）
定員　５０人（親子あわせて）

入場料　２００円 / １人
申込方法　 参加者氏名、年齢、住所、連絡

先を「子育てはうす ぱすて
る」まで申込む。（電話予約可）

申込期限　２月２７日（火）　
　　　　　※定員になり次第、締切。

◎親子教室「ピヨピヨクラブ」の会員を募集します！
　令和６年度の「ピヨピヨクラブ」の会員募集を行います。
　０・１・２歳児を対象とした親子教室で、親子で手あ
そびや体操、制作あそびを楽しみます。お子さんや保護者
の交流の場として、親子で多くの友だちを作り、楽しんで
子育てをしましょう。※親子教室は、町内在住者が対象。
◎ピヨピヨクラブ
０歳児　令和５年４月２日～１２月３１日生まれの子
開催日時　火曜日（月１～２回程）、
　　　　　午前１０時３０分～１１時１５分
※ 令和６年１月１日～４月１日生まれの子は、８月に募

集し、クラブ開始は９月の予定です。
１歳児　令和４年４月２日～令和５年４月１日生まれ
の子

開催日時　木曜日（月１～２回程）、
　　　　　午前１０時３０分～１１時１５分
２歳児　令和３年４月２日～令和４年４月１日生まれ
の子
開催日時　金曜日（月１～２回程）、
　　　　　午前１０時３０分～１１時１５分
◎クラブ開始　５月（４月に開級式を開催）
※決定者には、後日郵送します。
◎定員　０歳児・１歳児・２歳児　各１０組（先着順）
◎申込期間　３月１日（金）～２４日（日）
　　　　　　午前１０時～午後４時
※電話申込みは、１週間以内の申請書提出が必要。

申込・問合せ先  子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

▲クリスマスツリーづくり▲サンタの飾りづくり ▲スタンプあそび

企業版ふるさと納税の寄付目録・感謝状贈呈式を開催
株式会社北川鉄工所

　１１月２９日、㈱北川鉄工所の北川伸代表取締役が来庁し、令
和５年９月に企業版ふるさと納税として、１００万円を寄付され
たことによる寄付目録・感謝状贈呈式を開催しました。
　今回の贈呈式は、寄付を仲介された十六銀行大野支店、カンダ
まちおこし㈱と共同で開催し、揖斐郡では初の試みとなりました。
北川社長が町の地域再生計画にある「訪れてみたい・もてなした
いという希望をかなえる事業」に賛同されたことや、ご家族が町
出身であることに縁を感じられたことから、今回の寄付へとつな
がりました。町長は「御社が大野町を思い、寄付をいただけたこ
とを大変嬉しく思います。有効に活用させていただきます」とお
礼を述べました。

▲十六銀行大野支店亀山支店長（左）、㈱北川鉄工所
北川代表取締役（中央左）、カンダまちおこし㈱田
代代表取締役（右）

演奏者
稲垣　陽介さん

5広報おおの 2024.2



決意も新たに～大野町二十歳を祝う会開催～
　１月７日、総合町民センターにて「大野町二十歳を祝う会」を開催しました。
　大野町では、総勢２６４人が二十歳を迎えました。当日は、色鮮やかな振り袖や紋付きはかま、スーツ
に身をつつんだ２１２人が出席し、友人との再会を喜び合ったり、記念撮影をしたりと、会場は笑顔であ
ふれていました。
　式典では、町長や来賓からお祝いの言葉が贈られ、二十歳を代表し國井孔聖さんによる「二十歳の決意」
が披露されたほか、二十歳を祝う会実行委員会によるアトラクションなど、晴れやかに二十歳の門出を祝
いました。

町有財産売払いのお知らせ
　町では、普通財産売払いに係る一般競争入札を次のとおり行います。

◎入札に付する物件
　物件　土地および建物（旧町民宿泊研修所）
　所在　黒野字河原畑２２６４番６１
　地目　宅地
　土地公簿面積　１，６５５．８０㎡
　建物　鉄筋鉄骨コンクリート造 ２階建ほか
　総延床面積　６４８．７４㎡

　予定価格　１６，９４０，０００円
　入札保証金　１，６９４，０００円

※ 詳しい内容は町ホームページを確認 
してください。

 問合せ先  生涯学習課　☎ 35-5379

教育委員会のページ教育委員会のページ

▲「二十歳の決意」を述べる國井孔聖さん ▲式典の様子

　１月７日、北見地区消防組合消防署常呂支署で新年観閲式が
行われました。
　式では、関係者、来賓が見守る中、各分団の団旗を先頭に消
防団員５０人が分列行進。
　長年、消防活動に尽力された方への表彰も行われました。
　田渕団長は「地域住民のために、訓練を重ねあらゆる災害に
備え、地域の防災に尽力していきたい」と答辞を述べました。

団員一丸となり地域防災への尽力を誓う
─ 常呂消防団　新年観閲式 ─

ところ通信
Vol. 288

北見市
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確定申告はスマートフォン・パソコンでｅ－Ｔａｘ提出！

防災行政無線を用いたＪアラート・全国一斉情報伝達訓練を実施します
　町では、地震や武力攻撃などの発生時に、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）（※）から送られてくる国
からの緊急情報を確実に皆さんへお伝えするため、情報伝達訓練を行います。
◎実施日時　２月９日（金）　午前１１時頃
◎訓練内容

情報伝達手段 放送内容 （※）Ｊアラートとは、地震・津
波や武力攻撃などの緊急情報を、
国から人工衛星などを通じて瞬時
にお伝えするシステムです。町外
の地域でも、全国的にさまざまな
手段で情報伝達訓練が行われま
す。放送内容は変更する場合があ
ります。
問合せ先  総務課　☎ ３5－5３64

防災行政無線の
訓練放送

　町内に設置してある防災行政無線スピーカーや戸別
受信機から、次の放送内容が一斉に放送されます。
【放送内容】チャイム音
＋　�「これは、Ｊアラートのテストです」
　　（３回くり返し）
＋　「こちらは、広報おおのです」
＋　チャイム音

税務署への持参 印紙・郵送代 添付書類

※一部の書類は除く。

確定申告期間の利用可能時間

24時間
いつでも

還付金

※メンテナンス時間を除く。
３週間程度で還付！

※書類提出の場合は１カ月から
　１カ月半程度で還付

確定申告

見本 1234567812345678

●●●●●●●●●

マイナンバーカード方式

ID・パスワード方式

①「確定申告等
  作成コーナー」へ
  アクセス

ま
た
は

スマートフォンまたはパソコン
② 提出方法を選択

③
収入の入力

スマホならカメラで撮影して自動入力

控除の入力
④ 提出・データの保存

対応スマホの確認は
こちらから！

ＩＣカードリーダライタがなくてもＯＫ。
二次元コードを対応スマホで撮影

「ID・パスワード方式の届出
完了通知」をお持ちの人

給与所得の源泉徴収票などを入力

医療費やふるさと納税の領収証などを入力

e-Tax で送信

e-Tax の ID（※利用者識別番号）
とパスワード（暗証番号）を入力

「マイナポータルアプリ」をインストールし、
マイナンバーカードを対応スマホで読み取り

※ID・パスワード方式は暫定的な対応
ですので、お早めにマイナンバー
カードの取得をお願いします。

住所、氏名等の情報
が表示されます

ID・PW
が目印

おすすめ！

収入・控除等を入力

スマートフォン・パソコンで、「確定申告書等作成コーナー」から申告書を作成して、簡単で便利なｅ－Ｔａｘ提出♪
◎ｅ－Ｔａｘの５つのメリット！

不要 不要
不要

早く
受け取れる

（給与所得の源泉徴収票）
申告書データを保存しておくと
翌年以降の申告で利用できます
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口座振替なら「便利・安心・確実」！！

町税等納付の利便性向上のため、金融機関の口座振替による納付を推奨しています
◎口座振替について
　口座振替とは、指定された預貯金口座から各納期
限日に、金融機関が自動的に振り替えて納付する制
度です。
◎口座振替のメリット
・ 口座振替を利用すると、納付のたびに金融機関やコ

ンビニエンスストアに出向く必要がなくなります。
・ 自動的に納期限日に振替されるため、納め忘れが

防止できます。
・ 一度申込みを行うと翌年度以降も自動的に継続し

ます。
・ 預貯金通帳に納付の記録が残りますので、家計管

理に役立ちます。
◎手続き方法
　金融機関または役場に備付けの口座振替依頼書に
必要事項を記入し、通帳印（金融機関届出印）を押印
のうえ、口座のある金融機関に提出してください。
※ 記入方法など不明な点がありましたら、税務課ま

で問合せてください。
◎口座振替が可能な町税等
・町県民税（普通徴収）

・固定資産税
・軽自動車税（種別割）
※ 国民健康保険税や上水道料金、住宅使用料、保育

料等、後期高齢者医療保険料、学校給食費も可能
です。詳しくは各担当課に問合せてください。
◎町税等の口座振替ができる金融機関
・大垣共立銀行　・十六銀行　・いび川農業協同組合
・大垣西濃信用金庫　・ゆうちょ銀行　・岐阜信用金庫
・岐阜商工信用組合　・西美濃農業協同組合
◎その他
・ 年度途中からの全期前納の申込みは、その年度に

限り、期別納付になります。
・ 長期間振替がない場合には、取扱いを解除するこ

とがあります。
・ 還付金が発生した場合、申込口座へお返しします。
・ 納期限を過ぎたもの（再振替対象分は除く）、分

割納付分は振替できません。
・ 申込みから振替口座の登録までは、約２カ月の期

間を要します。
（４月から開始するには、２月中の手続きが必要です）

 問合せ先  税務課　☎ ３５－５３６７

町営住宅入居者募集中
礼金・共益費なし！　静かな環境で全室日当たり良好！　商業施設も近くて便利！

団 地 名 中之元北団地（特定公共賃貸住宅）２〜４階部分
募集戸数 若干数（２ＤＫ・３ＤＫ）

住宅使用料
（賃貸条件等）

使用料 ２ＤＫ　43,000円／月
３ＤＫ　52,000円／月（いずれも駐車場１台、２㎡の物置を含む）

敷　金 家賃の３カ月分
その他 インターネット回線、広場、物置、集会場、自転車置場、ゴミ集積場、エレベーター有り

入居資格
（全てに該当すること）

・昨年の１カ月の世帯全員の所得金額（※）が158,000円以上487,000円以下の
人（所得の上昇が見込まれる人を含む）
・現に自ら居住するための住宅を必要としていること
・現に同居し、または同居しようとする親族があること
・現に町税およびこれに準ずる納付金を滞納していないこと
・その者または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと

※　１カ月の所得とは（年間所得金額−控除額の合計）÷１２カ月
◇駐車場は、１戸につき１台です。
◇入居決定／応募戸数が募集戸数を超えた場合は、抽選により入居者を決定します。
◇ゴミ当番、管理人、地元とのお付き合い等があります。

 ※�詳しい内容は町ホームページをご覧ください。　 申込・問合せ先  建設課　☎ 35-5376
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おおのファミリー・サポート・センターからこ・ん・に・ち・は
あなたも提供会員をやってみませんか？
　おおのファミリー・サポート・センターでは、地
域の子育てに協力していただける人（提供会員）を
随時募集しています。
　『提供会員』とは、子育てのお手伝いをしてほし
い人（利用会員）からの依頼を受け、お手伝いをし
ていただく人です。空いている時間に子育てのお手
伝いをしてみませんか？
　提供会員の条件は、町内または近郊に居住してい
る心身ともに健康で援助活動に熱意と理解がある満
２０歳以上の人です。
　『利用会員』も随時募集しています。
◎利用出来る人
・ 町内に住民登録のある６カ月～小学校６年生以下

のお子さんをお持ちの人
・利用には登録が必要です。
・登録料は無料です。

◎ファミサポ利用について
利用時間・料金

活動日 活動時間 料金
平日（月～金） 午前７時～午後９時 ７００円
土・日・祝日 〃 ８００円

※１２/ ２９～１/ ３は土・日・祝日料金となります。

※詳しい内容は次まで問合せてください。
問合せ先   おおのファミリー・サポート・センター 

☎ ３4－１０１０
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国　保　だ　よ　り

◎ジェネリック医薬品について
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、最初に作られ
た薬（先発医薬品：新薬）の特許期間満了後に、同じ有
効成分を含み、用法、効能・効果が同等の医薬品として
申請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売された
新薬より安価な薬です。ジェネリック医薬品を利用する
ことで自己負担を減らすとともに、医療費節約で医療保
険制度の安定につながります。
※ ジェネリック医薬品を利用するときは、医師や薬剤師

にその旨を伝え、説明をよく聞きましょう。
◎お薬手帳を有効に活用しましょう
　お薬手帳は、使用しているお薬の名前や使い方などに
関する情報を、過去のアレルギーや副作用の経験の有無
とあわせて、経時的に記録するものです。
　現在使用中のお薬はもちろん、過去に使用されたお薬
の情報が記録されているので、いつでもお薬に関する情
報を容易に確認することができます。
　診察や調剤を受ける際に、医師や薬剤師にお薬手帳を
提示していただくことで、お薬の重複や飲み合わせの
チェック、アレルギー歴や副作用歴の確認などが可能と
なるので、より安心してお薬を使用していただくことが
できます。
　また万が一の場合でもお薬手帳を持っていることで、
服用中のお薬、かかりつけの病院や薬局が分かるため、
持病等があり薬を服用している人は携
帯しておくと安心です。
　お薬手帳を１冊にまとめ、有効活用
しましょう。
　マイナポータルにおいて特定健診情
報や薬剤情報、医療費を確認できます。

◎産前産後期間の保険税減額について
　子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、
国民健康保険に加入している被保険者で、出産される人
の出産前後の一定期間相当分の保険税を減額します。
対象者　国民健康保険被保険者で、出産の日が令和５年
１１月１日以降の人
減額対象の保険税　出産される人の産前産後期間の所得
割額および均等割額
減額期間　出産（予定）日が属する月の前月から４カ月
間（多胎妊娠の場合は、出産（予定）日が属する月の３
カ月前から６カ月間）を対象に、国民健康保険税を減額
します。

３カ
月前

２カ
月前

１カ
月前

１カ
月後

２カ
月後

単胎妊娠
の人

出産（予定）日

多胎妊娠
の人

出産（予定）日

持参するもの
①被保険者証
② 世帯主および出産する（された）被保険者の個人番号カー

ド（マイナンバーカード）
③ 本人確認できるもの（マイナンバーカード・運転免許

証等）
④ 出産（予定）日、単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認

することができる書類（母子健康手帳）

 問合せ先  住民課　☎ ３5-5３6８
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電力・ガス・食料品等価格高騰
重点支援給付金

　電力・ガス・食料品等の価格高
騰による負担増を踏まえ、特に家
計への影響が大きい低所得世帯

（住民税非課税世帯）に対して重点
支援給付金を支給します。
◎支給対象世帯　基準日（令和５
年１２月１日）時点で町内に住民
票があり、世帯全員の令和５年度
住民税均等割が非課税の世帯。た
だし、住民税が課税されている人
の扶養親族となっている場合は対
象外。
◎支給額　１世帯あたり７万円
◎支給手続き　令和５年度住民税

（均等割）が非課税の世帯には、町
から給付内容や確認事項が書かれ
た確認書を送付しています。期限
までに同封の返信用封筒で返送し
てください。
※ 令和５年１月２日以降に町内に

転入した人がいる世帯または未
申告の人がいる世帯は給付金を
受け取るには申請が必要です。
次まで相談してください。
◎提出期限　２月２９日（木）
問合せ先  福祉課　☎ ３5-5３6９

身体障がい者などの自動車税�
（種別割）の減免申請窓口の開設

　身体障がい者、戦傷病者、知的
障がい者または精神障がい者の人
のために使用する一定の要件を満
たす自動車（軽自動車を除く）の

「自動車税（種別割）減免申請臨時
窓口」が開設されますので、利用
してください。
◎対象者　
①新規に申請する人
② 現在減免を受けており、自動車

税事務所からの減免案内はがき
で「変更あり」と回答した人
◎日時　３月７日（木）、１９日（火）　
午前９時３０分～午後３時
◎場所　揖斐総合庁舎　４階　４
Ｃ会議室（揖斐川町上南方１−１）

※ 西濃県税事務所、自動車税事務
所および各県税事務所では、随
時申請受付を行っています。
問合せ先  岐阜県西濃県税事務所　
☎ ０5８4-７３-１１１１
岐阜県自動車税事務所　
☎ ０5８-２７９-３７８１

自動車の名義変更・住所変更・
廃車などの手続きはお早めに

　年度末の３月は登録窓口が大変
混雑します。早めに手続きし、混
雑緩和にご協力をお願いします。
　なお、各手続きは、次のとおり
です。
問合せ先

◎申請・届出関係
普通自動車・１２５ｃｃを超える
オートバイ
中部運輸局岐阜運輸支局　
☎ ０5０-554０-２０5３
三輪、四輪の軽自動車
軽自動車検査協会岐阜事務所　
☎ ０5０-３８１6-１７７5
１２５ｃｃ以下のオートバイ、ト
ラクター等
税務課　☎ ３5-5３6７
◎税金関係
自動車税（種別割・環境性能割）
岐阜県自動車税事務所　
☎ ０5８-２７９-３７８１
軽自動車税（環境性能割）
軽自動車事務所　☎ ０5８-３９4-０２6８
軽自動車税（種別割）
税務課　☎ ３5-5３6７

家畜（牛、馬、めん羊、山羊、豚、�
いのしし等）や家きん（鶏、あひる、うず
ら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥）
を飼育している皆さんへ

　２月１日時点での家畜を飼育し
ている状況（飼育者の氏名、住所、
飼育場所、種類、頭羽数など）を
県へ報告することが法律により義
務付けられています（ペットを含
む）。
　報告様式や詳細については、県
中央家畜保健衛生所ホームページ
に掲載しています。
※ 不明な点がありましたら、次ま

で問合せてください。
問合せ先  岐阜県中央家畜保健衛生
所（岐阜市柳戸１−１）
☎ ０5８－２０１－０5３０

催し・講座

第２８回ポリテックビジョン�
「ものづくり・人づくりｉｎ東海」

　東海職業能力開発大学校が、も
のづくりの素晴らしさを発見でき
るイベントを開催します。
◎内容　学生の卒業制作の展示実
演や研究発表
◎日時　２月２２日（木）午前
１１時～午後３時３０分、
２月２３日（金・祝）　午前９時
３０分～午後３時３０分
◎場所　総合町民センター
◎記念講演　
演題　「科学研究・技術開発におけ
るＡＩ活用」
講師　名古屋大学教授 竹内 一郎氏
◎入場料　無料
問合せ先  東海職業能力開発大学校　
☎ ３4-３6００

いび女性ネットワーク講演会

◎講演　「今日の感動を自分の言
葉で～自分らしい俳句、自分にし
かできない俳句を～」
◎講師　名古屋芸術大学教育学部
教授　西田 拓郎氏
◎日時　２月７日（水）　
午後１時３０分～３時３０分

（受付：午後１時～）
◎場所　揖斐総合庁舎　５階大会
議室（揖斐川町上南方１- １）
◎参加費　無料
◎主催等　
主催　いび女性ネットワーク
後援　揖斐郡町村会
問合せ先  揖斐県事務所地域防災課　
☎ ２３-１１１１
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募　集

フラワー都市交流事業参加者募集

　シンボル花をテーマとした地域
づくり、まちづくりを進めている
全国９都市で組織する「フラワー
都市交流連絡協議会」の交流会が
富山県砺波市で開催されます。
　本町交流団の一員として、大野
町のＰＲや各都市との交流に参加
できる人を募集します。
◎内容　９都市のまちづくりの紹
介および各都市との交流会など
◎資格　町内在住・在勤の満２０
歳以上の人
◎日程　４月２５日（木）～２６
日（金）　１泊２日
◎定員　若干数（申込み多数の場
合は抽選）
◎参加費　一人あたり１５，４００
円～１９, ４００円（予定）
※金額は変更となる場合あり。
※参加決定後に請求します。
◎申込方法　申込書をまちづくり
推進課まで提出する。
※ 申込書は、まちづくり推進課窓

口にて受取りまたは、町ホーム
ページからダウンロード可。
◎申込期限　２月２０日（火）
問合せ先  
まちづくり推進課　
☎ ３5-5３７4

公務員合同説明会案内

◎日時　３月９日（土）、４月６日
（土）午後１時～４時
受付：午後０時３０分～（予約不要）
◎場所　自衛隊岐阜地方協力本部　
大垣地域事務所（大垣市林町５−
１８　光和ビル　４階会議室 大垣
駅北口より徒歩１分）
◎参加団体（予定）　自衛隊大垣地
域事務所、大垣消防組合、大垣警
察署、岐阜県庁（３月のみ）、大垣
市役所（４月のみ）
※ 各参加団体が順番に説明を実施
※ 安全面を配慮しながら開催し、

状況により変更の場合あり。

問合せ先  自衛隊岐阜地方協力本部　
大垣地域事務所　☎ ０5８4－７３－１１5０

相　談

出前職業相談（一日ハローワーク）

◎相談内容　職業相談（一般・パー
ト）、求人情報の提供、雇用保険の
相談等
◎相談日　２月２２日（木）
◎相談時間　午後１時～４時
◎相談場所　町民相談室
◎相談員　ハローワーク大垣職員
※予約不要・相談無料
※紹介状の発行は行いません。
問合せ先  大垣労務推進協会（大垣
市役所内）　☎ ０5８4－８１－4１１１
ハローワーク大垣　☎05８4－７３－９２９4
まちづくり推進課　☎ ３5-5３７4

おおのビジネス相談

◎相談内容　町内の中小企業・小
規模事業者の経営上のあらゆる悩
みごと
◎相談日　２月８日（木）
◎相談時間　午後１時～５時

（１件あたり６０分、午後４時最終
受付）※要予約
◎相談場所　町民相談室
◎相談員　県よろず支援拠点職員
◎予約方法　前日までに電話で予
約。当日受付不可。
予約・問合せ先  まちづくり推進課
☎ ３5-5３７4

障がい者巡回相談

◎相談内容　日常生活で困ってい
ること・障がい福祉サービスにつ
いて等
◎相談日　２月２１日（水）
◎相談時間　（１）午後１時３０分
～（２）午後２時３０分～

（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　町民相談室
◎相談員　障がい者相談支援事業
所相談支援専門員（身体・知的・精神）
※ 日程場所等は諸事情により変更

となる場合がありますので予約
時に確認してください。

※ 初めての人が優先
※ 予約時簡単な聴き取りをします。
予約・問合せ先  福祉課　☎ ３5-5３6９

多重債務等相談

◎相談内容　多重債務・負債・離
婚等法律相談関係
◎相談日　２月１９日（月）毎月第
２月曜日（祝日の場合は第３月曜日）
◎相談時間　午後１時～３時

（１件あたり２０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　弁護士
予約・問合せ先  保健センター 
☎ ３4-２３３３

心の健康相談

◎相談内容　うつ病・統合失調症・
人間関係等心の悩み
◎相談日　２月１９日（月）毎月第
２月曜日（祝日の場合は第３月曜日）
◎相談時間　午後１時～３時 

（１件あたり５０分）※要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員　精神保健福祉士
予約・問合せ先  保健センター 
☎ ３4-２３３３

心配ごと相談

◎相談日　２月６日（火）、１３日
（火）、２７日（火）
◎相談時間　午後１時～３時

（心配ごと相談１件あたり３０分、
弁護士相談１件あたり２０分）
※弁護士相談要予約
◎相談場所　福祉センター
◎相談員
第１火曜日　人権擁護委員（人権
等心配ごと相談）
第２火曜日　行政相談委員（行政
等心配ごと相談）
第４火曜日　弁護士（弁護士相談）
予約・問合せ先  
社会福祉協議会事務局　
☎ ３4-２１３０



Information

令和６年度�会計年度任用職員募集

◎任用期間　令和６年４月１日～令和７年３月３１日
◎申込期間　２月１日（木）～１４日（水）（閉庁日を除く）　午前８時３０分～午後５時１５分
◎申込方法　①または②のいずれかの方法で申込んでください。
　① 町指定様式の履歴書に必要事項を記入し、写真を貼付のうえ、総務課まで提出する。
　②専用の入力フォームからインターネットで申込む。
　※ 履歴書の様式は、総務課窓口にて受取りまたは、町ホームページからダウンロード可。
　※ 資格が必要な職種については資格証の写しの添付が必要。
　※詳しい内容は、町ホームページを確認してください。
◎選考方法　書類審査および面接（２月下旬～３月上旬）

職種 人数 勤務形態 業務内容 資格等 勤務場所

1

一般事務補助

１人 週５日（１日７時間）

・�マイナンバーカードの交付に関する事務
・�戸籍法の改正に伴う事務の補助
・�マイナンバーカードおよび戸籍に関する
　窓口・電話対応業務

なし

役場庁舎
（住民課）

2 １人 週５日（１日５. ５時間） ・�保険、年金および課の庶務に関する事務
・�保険、年金に関する窓口・電話対応業務

3 １人

週５日（１日７時間）

・�老人クラブに関する事務およびイベント
補助

・�介護保険等に関する事務および窓口・電
話対応業務

役場庁舎
（福祉課）

4 １人
・�地籍調査事業および課の庶務に関する事
務作業

・�建設課に関する窓口・電話対応業務

役場庁舎
（建設課）

5 １人 ・�保健衛生業務に関する事務補助
・�窓口・電話対応業務 保健センター

6 相談・訪問員 ２人 週２～３日
（１日６時間） 高齢者の相談および訪問 介護福祉士または社会福祉士の

資格を有する人 役場庁舎
（福祉課）7 介護予防事業

従事者 ３人 週１～３日
（１日３～６時間） 介護予防事業に関すること 看護師の資格を有する人

8 社会教育指導員 １人 週５日（１日７時間４５分） 社会教育に関する指導および社会教育団体の
指導等

社会教育または学校教育に関し
経験のある人

役場庁舎
（生涯学習課）9 部活動コー

ディネーター １人 週５日（１日６時間） 部活動の地域移行に伴う町および中学校と
の連絡調整、指導助言等

なし
10 事務局員 １人 週３日（１日６時間） 部活動の地域移行に伴う運営団体（おおのス

ポーツクラブ）に関する事務

11
保健師

１人 週１～２日（１日３～５時間）保健指導等保健衛生業務、介護予防事業、特定保健指導業務 保健師の資格を有する人
保健センター
（福祉課・住民課）

12 ２人
週５日（１日７時間）

保健指導等保健衛生業務、窓口・電話対応
保健センター

13

管理栄養士

１人 栄養指導等保健衛生業務、窓口・電話対応

管理栄養士の資格を有する人14 １人 週１日（１日３～５時間） 栄養指導等保健衛生業務、特定保健指導 保健センター
（住民課）

15 ２人 月１～３日（１日3～５時間） 栄養指導等保健衛生業務、介護予防事業 保健センター
（福祉課）16 歯科衛生士 ４人 月１～２日（１日３～４時間）歯科口腔保健業務、介護予防事業 歯科衛生士の資格を有する人

17 看護師 １人 月１～２日（１日２～３時間）診察、予防接種補助業務 看護師の資格を有する人
保健センター18 保育士 ３人 月１～２日（１日３～４時間）託児、集団遊び指導、身体計測補助等業務 保育士の資格を有する人

19
母子保健推進員

数人 月１～２日（１日２～４時間）赤ちゃん訪問、母子保健業務補助
子育て経験者（資格不要）

20 ２人 週２日（１日３～５時間） 赤ちゃん訪問、母子保健業務補助、特定保
健指導業務補助等

保健センター
（住民課）

21 交通安全指導員 １人
週５日（１日４時間）
午前７時３０分
～午前１１時３０分※応相談

・�交通安全指導（立哨）　
・�交通安全に関する教室および講習会の開催
・�交通安全の広報、啓発

普通運転免許証を有する人 町内交差点
（町内一円）

12 広報おおの 2024.2
※ 民間企業等との協働により、新たな財源を確保し、町民サービスの

向上および地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。

献血の実施報告
　１１月に全血献血を行いましたところ、次のように多数のご協力をい
ただきました。ありがとうございました。

１１月５日（日）
大野フェスタ&おおの木育フェア
２０２３
（美濃大野ライオンズクラブ協賛）

５６人



くらしの情報

職種 人数 勤務形態 業務内容 資格等 勤務場所

22 花田川排水機場管理人 ２人 週２～３日（１日４時間） 日常管理業務 なし 花田川
排水機場

23 利用者支援専門員 １人 週５日（シフト制）
午前８時３０分～午後５時１５分 ・�子育てはうす�ぱすてる開館業務

・�保健センターおよび町内子ども園等の巡
回、相談業務および相談記録等作成業務

・�利用者支援員の資格を有する
人または利用者支援員の資格
がない場合は支援員受講が可
能な人

・�土・日・祝日の勤務が可能な人

子育てはうす
ぱすてる

24

利用者支援
専門員補助

１人
週２～４日
（１日３時間～６.５時間のシフト制）
午前９時３０分～午後４時４５分の間

25 １人 週５日（１日７時間）　
午前８時３０分～午後４時３０分

・�子育て支援課の庶務に関する事務、窓口
業務等

・�保健センターおよび町内子ども園等の巡
回、相談業務および相談記録等作成業務

利用者支援員の資格がない場合
は、支援員受講が可能な人

役場庁舎
（子育て支援課）

26

子育て支援
施設支援員

数人 週５日程度（シフト制）
午前９時～午後５時 ・�子育てはうす�ぱすてる開館業務

・�教室や行事等の計画・実施・記録作成
・�相談記録作成

・�保育士または教員資格を有す
る人

・�土・日・祝日の勤務が可能な人

子育てはうす
ぱすてる

27 数人 週２～３日程度（シフト制）
午前９時３０分～午後４時４５分

28 数人 週２～３日程度（シフト制）
午前９時４５分～午後４時４５分

・�子育てはうす�ぱすてる開館業務
・�教室や行事等の計画・実施・記録作成補助

・�保育士もしくは教員資格を有
する人または子育て経験者

・�土・日・祝日の勤務が可能な人

29 ファミリー・サポート・
センターアドバイザー 数人

週１～５日程度
（１日６時間シフト制）　
午前９時４５分～午後４時４５分

ファミリーサポートサービスに関する業務
全般

・子育て支援に意欲のある人
・�土・日・祝日の勤務が可能な人

30

栄養士

１人 月１回程度　
午前９時～正午（４時間程度）

栄養教室および親子クッキング等の計画・
実施・記録作成

栄養士の資格を有する人
31 １人

月１回程度　
午前９時３０分～正午の間
（２～４時間程度）

栄養教室および親子クッキング等の計画・
実施・記録作成補助

32 教科等支援員 数人 週２～５日
（１日２時間～６.５時間のシフト制）
小中学校長期休暇を除く

少人数学級、特別支援学級における個別指
導等 教員資格を有する人

町内小・中学校

33 特別教育支援員 数人 個別対応が必要な児童生徒に寄り添った生
活支援や学習支援

なし

34 小中学校用務員 数人 週５日（１日７時間）
午前７時４５分～午後３時４５分

・�校舎内外の清掃および整備
・�給食の配膳・片付け業務
・�文書の送達・連絡業務等

35 心のサポーター 数人
週２～５日
（１日２時間～３時間のシフト制）
小中学校長期休暇を除く

主に不登校傾向にある児童生徒への支援

36 スクールサポートスタッフ 数人
週２～５日
（１日１時間～３時間のシフト制）
小中学校長期休暇を除く

主に教師の業務支援（授業プリントおよび学
校便り等の印刷、校内消毒作業等）�

37 放課後クラブ指導員 数人

週２～４日
（１日４時間～６時間のシフト制）
平日：下校時～午後６時３０分
土曜日・長期休暇等：午前７時４５
分～午後６時３０分（シフト制）

・�学校下校後および長期休暇中における児
童の見守りや指導等

・�放課後クラブの運営
なし 町内小学校

放課後クラブ

38 公民館主事 ６人 週５日（１日７時間４５分） 公民館の運営および行事の企画等 なし 各公民館

39 発掘調査等作業員 １人 週３日（１日７時間） ・�発掘現場の設営、発掘作業等
・�埋蔵文化財センターの庶務、来館者対応

発掘経験があり、現場作業がで
きる健康な人 埋蔵文化財セ

ンター40
遺物整理員

１人 週４日（１日７時間） ・�出土遺物、記録・図面等の整理、図面作成
・�埋蔵文化財センターの庶務、来館者対応

発掘経験があり、埋蔵文化財に
係る基本的な知識を有する人41 １人 週２日（１日７時間）

42 地域学校協働活動総括推進員 １人 週３日（１日３時間） 地域と学校が相互に連携・協働して行うさ
まざまな活動の助言・総括

社会教育または学校教育に関し
経験のある人

役場庁舎（生涯学
習課）／町内小・
中学校／各公民館

申込・問合せ先  総務課　☎ ３5-5３64

13広報おおの 2024.2



図書館コーナー
☎ 32-1113
開館時間 午前 10 時～午後 6 時

14 広報おおの 2024.2

今月のおすすめ本

窓ぎわのトットちゃん　続
（黒柳 徹子著 / 講談社）

　東京大空襲の数日後、青森を目指して、ひとり夜行
列車に乗ったトットを待ち受けていた試練とは ?　ＮＨ
Ｋの専属女優になりたての、トットが救われた一言と
は ?　「窓ぎわのトットちゃん」、４２年ぶりの続編。

いえ あるひせんそうがはじまった� 幼児（０～５歳）
（カテリナ・ティホゾーラさく / 汐文社）

　２０２２年２月、ロシアがウクライナ侵攻を開始。
ウクライナでは大勢の人が「いえ」を奪われた。両親
と犬のテレシクと素敵ないえに住んでいた少年も、戦
争でいえを壊されて…。

休館日のお知らせ
■印が休館日です。

〈一般書〉 〈児童書〉
●ビジネス Instagramの黄金律

（中島 侑子著/日本能率協会マネジメントセンター）
●スーパーにある材料で薬膳でも試してみよか

（杏仁 美友著 / オレンジページ）
●喫茶おじさん

（原田 ひ香著 / 小学館）
●君が手にするはずだった黄金について

（小川 哲著 / 新潮社）
●マリスアングル

（誉田 哲也著 / 光文社）

●ぷり� 幼児（０～２歳）
（ひろた あきらさく / ３０３ ＢＯＯＫＳ）

●ぬまの１００かいだてのいえ� 幼児（３～５歳）
（いわい としお作 / 偕成社）

●やっぱり犬がほしい� 小初
（スギヤマ カナヨ作 / アリス館）

●いみちぇん !!�ふたたび、ひみつの二人組� 小中，小上，中
（あさば みゆき作 /KADOKAWA）

●ジャンル特化型ホラーの扉� 中
（闇編著 / 河出書房新社）

内容紹介は（株）図書館流通センター発行「週刊新刊全点案内」より引用

今月の館内展示　「ねこ大集合」展
　２月２２日は猫の鳴き声の『にゃん』と数字の『２』の語呂
合わせになることから、１９８７年に「猫の日」に制定されて
います。この猫の日にちなんで、図書館にある猫に関する本や
猫が登場する本を集めました！あなたも、猫の生態やかわいい
猫たちの活躍をみて癒されてみませんか？

蔵書点検による休館日のお知らせ 
３月５日（火）～８日（金）

休館中は返却ＢＯＸを利用してください。（大型絵本、紙芝居、
相互貸借本除く）

ミックのページ

　次の土曜日の午後、ボランティアに
よるおはなし会を楽しんでいただけま
す。気軽に参加してください。
◎日時　午後２時３０分～
　２月３日（土）・３月２日（土）
　・「和母（わはは）」さん
　２月１７日（土）・３月１６日（土）
　・「あおい空」さん
◎場所
　よみきかせコーナーにて

おはなし会のお知らせ

図書館シンボルキャラクター
ミック

　インターネットから蔵書検索や予
約することができます。また予約確
保のお知らせや新着図書案内をメー
ルで受けとることができます。
　詳しくは利用者カードをお持ちのう
え、カウンターにて申込んでください。

URL：http://www.ono-kaki-bara-plaza.jp/tosyokan/tosyokan.html

2 月
日 月 火 水 木 金 土
� � � � � 1� 2� 3
� 4� 5� 6� 7� 8� 9� 10
� 11� 12� 13� 14� 15� 16� 17
� 18� 19� 20� 21� 22� 23� 24
� 25� 26� 27� 28� 29� �



保健師による

健康伝言板
大野町の子育てを応援しています♪

～母子保健推進員の紹介～

　町では、２年の任期で現在９人の子育て経験者の人を、母子保健推進員「母推（ぼすい）さん」と
して委嘱しています。母推さんは、地域の中での身近な子育ての相談役や、保健センターと住民をつ
なぐパイプ役として活動しています。今回は母推さんの活動を紹介します。

活動内容

　赤ちゃん訪問、子どもの健診・教室等の補助、健診未受診案内の配布等

◎応募のきっかけ
・ 自分の赤ちゃん訪問の時に、たくさん話を聞いてもらえて救わ

れました。自分も他のお母さんの役に立ちたいと思い応募しま
した。

・ 自分の子どもの健診の時に相談にのってもらったり、子どもの
面倒を見てもらって、母推さんの存在を知り、月に２、３回な
らできると思い応募しました。

・ 自身の発達障害児の子育て経験が役に立てばと思い応募しまし
た。

◎良かったこと　大変だったこと
・健診や赤ちゃん訪問で元気をもらっています。
・自分の子育てを振り返ることができました。
・お子さんたちのかわいらしい笑顔やしぐさに、癒やされます。
・人見知りの赤ちゃんを抱っこして、泣き止まない時は試行錯誤です。

◎ママへのメッセージ
・ 子どもの成長は早いですよ。いくつになってもかわいいけど、今のかわいさは今だけなので、楽し

んでほしいです。
・健診でも気軽に声をかけてください。

◎母推の活動に興味のある人へひとこと
・健診などは午後からが多いので仕事の掛け持ちもできます。
・母推仲間でお互いの子育ての相談をしたり、スケジュールも協力しています。

興味のある人は１２ページの募集をご覧ください 問合せ先  保健センター　☎ ３4－２３３３

２月の休日当番医予定表

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（０５８５）薬局名

2

4
西濃厚生病院 下磯 ３６-１１００
日本調剤西濃薬局 ３５－５１１１

１１
西濃厚生病院 下磯 ３６-１１００
日本調剤西濃薬局 ３５－５１１１

１2
西濃厚生病院 下磯 ３６-１１００

かきのみ薬局大野店 ３５－５８2０

月 日
当番医の医療機関名

所在地 電話番号
（０５８５）薬局名

2

１８
西濃厚生病院 下磯 ３６-１１００
日本調剤西濃薬局 ３５－５１１１

2３
西濃厚生病院 下磯 ３６-１１００

かきのみ薬局大野店 ３５－５８2０

2５
西濃厚生病院 下磯 ３６-１１００
日本調剤西濃薬局 ３５－５１１１

※診療時間／午前9時～午後3時
※�都合により当番医が変更になる場合があります。あらかじめ電話でお確かめのうえ、受診してください。
※健康保険証を必ず持参してください。
※�休日在宅当番医は町ホームページまたは岐阜放送のデータ放送でも確認することができます。

ピンクのエプロンが

目印！
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◎活動紹介
　地区公民館単位でグラウンドゴルフ等の軽スポーツ大
会の開催、地域貢献活動（花壇への植栽や児童の登下校
の見守り活動、地域の清掃活動）を実施しています。

▲西濃地区軽スポーツ大会
クロッケーの部　優勝　上磯

▲クラブ活動の課題や今後の活
動方針を話し合う

 問合せ先  福祉課　☎ ３5-5３6９
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老人クラブ活動紹介

　老人クラブは高齢期を楽しく生きがいをもって暮
らしていくため、地域の高齢者（概ね６０歳以上の人）
が自主的につくり、「健康・友愛・奉仕」の地域活動
を運営する団体です。
　町内の老人クラブの活性化と連絡調整をはかること
を目的とした大野町老人クラブ連絡協議会では、高齢
者が地域で心身ともに健康でいきがいをもって生活で
きるまちづくりの実現に向けて、各地域での活動を推
進しています。
　高齢者の地域活動、町老連への加盟に関する相談
等受付けています。
◎�新しい「大野町老人クラブ連絡協議会」の名称を
募集します！

　これから老人クラブに加入する皆さんが加入した
くなるような、「老人」という言葉を使わない、親し
みやすい新しい名前を考えてください。
　申込みは次の窓口または次の二次元コードより応
募してください。
申込場所　福祉課窓口
申込期限　２月２９日（木）



◇◆ 議会の窓 ◆◇

 可　　決 

条例関係

議第５1号 ………………………………………………………
大野町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す
る条例の一部を改正する条例について
※ 人事院勧告に基づく国の法改正に準じ条例を改正する一般

職の例にならい、期末手当の額の改定を行うため、条例改
正しました。

議第５2号 ………………………………………………………
大野町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例について
※ 人事院勧告に基づく国の法改正に準じ条例を改正する一般

職の例にならい、期末手当の額の改定を行うため、条例改
正しました。

議第５3号 ………………………………………………………
大野町職員の給与に関する条例及び大野町職員の勤務時間、
休暇等に関する条例の一部を改正する条例について
※ 人事院勧告に基づく国の法改正に準じ、一般職の職員の給

料月額等の改定を行うため、また、新型インフルエンザ等
対策特別措置法の改正に伴う所要の規定の整理のため、条
例改正しました。

議第５4号 ………………………………………………………
大野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
※ 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための

健康保険法等の一部を改正する法律等の一部の施行に伴
い、出産被保険者が属する世帯における産前産後期間の国
民健康保険税の減額を行うため、条例改正しました。

議第５５号 ………………………………………………………
大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営
に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
※ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、特定教
育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て
支援法施行規則の一部を改正する内閣府令が施行され、所
要の規定の整理のため、条例改正しました。

議第５6号 ………………………………………………………
揖斐広域連合規約の一部を改正する規約について
※ 老人福祉施設尚和園の民間移譲に伴い、揖斐広域連合の処

理する事務のうち、特別養護老人ホーム尚和園（短期入所
生活介護及び居宅介護支援を含む。）の設置、管理及び運
営並びにデイサービスセンターの管理及び運営に関する
事務を削るため、規約改正しました。

議第５7号 ………………………………………………………
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正
する条例について
※ 人事院勧告に基づく国の法改正に準じ条例を改正する一般

職の例にならい、企業職員の手当の額等の改定を行うた
め、条例改正しました。

議第５８号 ………………………………………………………
大野町特定用途制限地域における建築物等の制限に関する
条例の一部を改正する条例について
※ 特定用途制限地域内の建築制限の見直しを図るため、条例

改正しました。

予算関係

議第５9号 ………………………………………………………
令和 5 年度大野町一般会計補正予算（第 5 号）

　 　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 億8,6７３万 1 千
円を追加し、予算総額は、９２億5,１０6万 7 千円となりました。
※補正予算の主な内容
　　歳入では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金、障害者自立支援給付費負担金、財政調整基金繰入
金等

　　歳出では、戸籍住民電算システム改修委託料、低所得世
帯支援事業（追加）、上水道事業会計繰出金等

議第6０号 ………………………………………………………
令和 5 年度大野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第
2 号）

　 　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３4万 7 千円を追
加し、予算総額は、２5億4,９７１万 1 千円となりました。
※補正予算の主な内容
　歳入では、基金繰入金等
　歳出では、人件費

議第61号 ………………………………………………………
令和 5 年度大野町大野神戸インターチェンジ周辺まちづく
り整備事業特別会計補正予算（第 2 号）

　 　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 億２１万 7 千円を
追加し、予算総額は、１5億9,45３万 5 千円となりました。
※補正予算の主な内容
　歳入では、不動産売払収入等
　歳出では、整備事業費等

議第62号 ………………………………………………………
令和 5 年度大野町上水道事業会計補正予算（第 2 号）

　収益的収入では2,656万円を追加し、収入総額は 3 億3,０56万
円に、収益的支出では２３万 3 千円を追加し、支出総額は 3 億

議会の窓
議会広報編集委員会
　委 員 長　永井　啓介
　副委員長　野村　光宣
　委　　員　長沼　健治郎
　委　　員　ひろせ　一彦

大野町議会　第 4回定例会
　本定例会は、12月 5日から13日までの 9日間の会期で開催し、条例案件、各会計予算、その他案件など
16議案を審議し、可決しました。
　また、12日には 6名の議員が町政に対する一般質問をしました。
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

一 般 質 問

答弁
（民生部長）

　フードドライブとは、家庭などで余っている食品を地域のフードバンクとしての役割を
担う生活困窮者支援団体や子ども食堂、福祉施設等に寄附をすることで、生活困窮者等の
支援にもつながる活動です。
　本町では、生活困窮の相談を受けて支援が必要であると判断した場合、町社会福祉協議
会が寄附を受けた食料品を活用し、米や即席めんなどの食料支援を行っています。また、
町社会福祉協議会では、寄附のあった食料品を地域ボランティアの方々が行う子ども食堂
やサロン活動へ提供するなど、フードバンクの窓口として、活動の継続支援を行う等のサ

ポートを行っています。
　フードドライブは、国の孤独・孤立対策の重点計画の中でも具体的施策として捉えられ、町が総合的・包括的な
相談支援体制の整備を目指し、適切な支援につなげていく上でも必要な活動のひとつとされています。また、可燃
ゴミ排出量の削減への貢献も期待され、SDGs の１７の目標のひとつである「つくる責任　つかう責任」の廃棄物削
減にもつながる取組みとなっています。
　今後も、町社会福祉協議会と連携しながらフードドライブの普及啓発に努めるとともに、個人ボランティアの活
動や町内の一部コンビニで取り組まれているフードドライブボックスの設置などの取組状況を把握し、見守りつつ、
生活困窮者への支援が行き届く体制づくりに努めてまいります。

長沼　健治郎 議員

質問 　�行政におけるフードドライブの推進について�
（一括質問一括答弁）

　　　　　　 　それは、企業や個人から常温保存できる未開封で賞味期限が 1 ヶ月以上
ある食品等を提供して頂き経済的に困って居られる方や福祉施設に無料で
お届けする活動で、全国的に活動の広まりを見せているのは、コロナ禍や
物価高騰によるもので、当町においてもフードドライブを福祉施策の一つ
として取り入れたらどうかお伺いします。

２5２万 6 千円に、資本的支出では4０万 7 千円を追加し、支出総
額は 2 億3,5２０万 8 千円となりました。

※補正予算の主な内容
　収益的収入では、他会計負担金
　収益的及び資本的支出では、人件費

そ　の　他
議第47号 ………………………………………………………

財産の処分の変更について
1 　売却の金額
　　変更前　4,７９０,０００,０００円
　　変更後　4,９９０,０００,０００円

議第4８号 ………………………………………………………
黒野駅レールパークの指定管理者の指定について
1 　指定管理者となる団体
　　揖斐郡大野町大字黒野３９5番地 2
　　特定非営利活動法人くろの
2 　指定の期間
　　令和 6 年 4 月 1 日から令和１１年 3 月３１日まで

議第49号 ………………………………………………………
大野町道路線の廃止について
※県道中之元古川線の付け替えに伴い、野９８号線を廃止しま

した。

議第５０号 ………………………………………………………
大野町道路線の認定について
※道路工事完了等に伴い、上秋5７号線ほか 1 路線を認定しま

した。

 報 告 等 

議 員 派 遣

　大野町議会会議規則第１２０条第 1 項の規定により、次のとお
り議員を派遣しました。

1 　令和 5 年第 2 回大垣衛生施設組合議会定例会
　　　①目　　的　会議出席のため
　　　②派 遣 先　大垣市丸の内
　　　③期　　間　令和 5 年 9 月２９日
　　　④派遣議員　山川議長
　　　他３１件

2 　令和 5 年度大野町消防団夜警巡視出発式
　　　①目　　的　行事出席のため
　　　②派 遣 先　大野町大字大野
　　　③期　　間　令和 5 年１２月２6日
　　　④派遣議員　山川議長
　　　他 1 件
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

再質問

Q   小・中学校の児童生徒の接種状況についてお伺いします。 

A   小・中学校の児童生徒の接種に係る助成実績は、令和 3 年度は 15.7％、令和 4 年度は 14.5％でした。

Q   接種が全体の 2 割未満となった要因のひとつとして、接種勧奨不足が考えられます。制度に関するチラシを
学校から各家庭へ配布することにより周知徹底を図ることができるのではないかと考えますが、現在の啓発
方法と併せて考えをお聞かせください。 

A   現在実施している啓発としては、町の広報紙やホームページへの掲載のほか、町内の医療機関へチラシを配
布し、被接種者への案内を行っています。  
　予防接種は、強制ではなく、本人や保護者の意思に基づいて実施されるものであることや、特に小児のイ
ンフルエンザワクチンは任意接種であること、またその有効性等も鑑み、町としては積極的に接種を勧める
ものではないと考えています。制度の周知不足により助成を受けることができない状況が生じることは問題
であると考えますので、現状の方法による啓発を徹底してまいります。

Q   新しいステージでの生活を控えた児童生徒の健康維持、また進学に伴う保護者の負担増を鑑みると、小 6 及
び中 3 の児童生徒を対象とした予防接種費用の全額助成が理想的ではないかと考えますが、いかがでしょう
か。 

A   現行のインフルエンザワクチンは、接種をすることによる感染予防や流行防止の効果はなく、入院や死亡に至
るような重症化の予防に一定の効果があるものであるとされていることから、特定の世代の接種率が高くなっ
たとしても流行自体を防ぐことは難しいのではないかと考えます。また、接種費用の無料化による医療逼迫も
懸念されることも踏まえ、感染予防には、手洗い・うがいやマスクの着用等による基本的な対策の徹底が重要
であると考えます。  
　また、この助成制度は、感染予防や流行防止ではなく、経済補助を目的とした制度であることを踏まえ、公
平性の観点により特定の世代を無料にするのではなく、幅広い世代に均等に助成機会を提供することが適当で
あると考えます。現在、令和 6 年度からの助成対象範囲の拡大（胎児（妊婦）から 18 歳まで）を検討しており、
経済的な負担の軽減とともに、重症化予防による看病等の負担軽減も図ってまいりたいと考えています。

答弁
（町長）

　認定こども園においては、インフルエンザによる欠席者が 1 日１０名以上となった場合に
町及び保健所へ報告があります。現時点では、 1 園で 1 回の報告がありました。小・中学
校においては、学級閉鎖等の判断は学校長と校医との相談により決定され、町教育委員会
へ報告があります。現時点での学級閉鎖の状況は、小学校で 5 校 9 学級、中学校で 1 校 1
学級となっています。（いずれも令和 5 年１２月１１日現在）

野村　光宣 議員

質問 　�小 6児童・中 3生徒に対するインフルエンザワクチン予防接
種費用の全額助成について（一問一答）

　　　　　　 　こどものインフルエンザ予防接種費用助成は令和 3 年度から実施され、
生後 6 カ月から中学生までを対象として、年度 1 回を限度に上限 2 千円と
なっている。特に小 6 児童や中 3 生徒は次のステージに向かう大切な時期
であり、予想外の準備経費も嵩むことに鑑み、その接種費用の全額助成を
望むが、町としてはどのようにお考えか。

宇佐美　みやこ 議員

質問 　�自治体DX・教育DXにより、向上するサービスとビジョン
について（一問一答）

　　　　　　 　① さまざまな利便性を図り、デジタル化が進行していく中、われわれに直
結するものがどのように、いつ頃変わっていくのか、現状と今後の具体
的なビジョンをお尋ねします。

　　　　　　 　② 教育場面でも、人材不足、多様性への対応面などにも活躍する DX（※）
の現状と今後どのような構想を持たれているのかお尋ねします。

　　　　　　　※ デジタル・トランスフォーメーションの略称で、ICT の浸透が人々の生
活をあらゆる面でより良い方向に変化をさせること。
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再質問

Q   教育の現場での DX の推進による教職員の働き方改革への効果を教えてください。 

A   現在、教職員の働き方改革がクローズアップされていますが、統合型校務支援システムの導入によって授業
以外の事務に係るデジタル化を進めることで、職員会のペーパーレス化や出席簿の管理など、教職員の業務
改革にも好ましい進展をもたらしています。

Q   教育の現場において、ICT を活用した遠隔合同授業の実施やバーチャル体験学習を導入している例もあると
お聞きしています。当町の教育現場における今後の DX ビジョンについてお聞かせください。 

A   学校や担任教諭はそれぞれの考え方や方針を持って教育を行っていること、また授業は双方向の協働的な学
びが求められることを鑑み、現時点において他校の授業を受講する形態等による授業はしていませんが、オ
ンラインによるフィリピンの学生との英語コミュニケーション交流活動など、外部との交流を目的とした端
末の活用に取り組んでいます。学校間交流については、学校の意見も聞きながら検討をしてまいります。  
　また、学校のあり方についての検討を進める中で、学校と地域との関係の希薄化を懸念する意見もお聞き
しています。地区公民館を活用した学校と地域のネットワーク体制を整え、端末を使った総合学習や地域住
民との交流の機会創出なども検討してまいります。

宇野　等 議員

質問 　�第七次総合計画策定を見据えた重点事業の推進について��
（一問一答）

　　　　　　 　次の重点事業について、財源措置やスケジュールを含め、具体的にどの
ように推進されるのかお伺いします。

　　　　　　　①大野町内環状道路の整備構想について
　　　　　　　②公園のリニューアルについて（運動公園、野古墳群、金尾滝周辺等）
　　　　　　　③ 教育問題について（いじめ、不登校対策、青少年育成対策、学校統廃

合問題、部活動の外部委託の方向性、文化財行政等）

答弁①
（町長）

　本町の DX 推進の取組状況について、町民の皆様の利便性向上を図るため、各種補助金
等のオンライン申請に係る環境整備や住民票等のコンビニ交付サービスを実施し、本年１０
月下旬からは、役場窓口における各種証明書の発行手数料のキャッシュレス決済を新たに
導入しました。さらに、情報格差対策として、高齢者等を対象とした地域のいきいきサロ
ンの場でのスマホ教室の開催も推進しています。
　また、DX の一環として位置づけられた「書かない窓口」の実現に向け、本年 8 月に発
足した窓口のあり方検討部会において、窓口のデジタル化の推進を含めた窓口サービスに
関する具体的な方策等についての検討を進めるとともに、デジタル庁が実施する窓口 BPR

（業務改革）アドバイザー派遣事業を活用した窓口の業務フローの見直しを行っています。そのほか、職員の窓口
利用体験調査の実施による業務課題の洗い出しに取り組んでいるところです。

答弁②
（教育長）

　GIGA スクール構想による町内小中学生に 1 人 1 台のタブレット端末が貸与されて以降、
タブレット端末を活用した効果的な学習活動が展開されています。また、不登校児童がオ
ンラインで授業を受講したり、悩みを抱える児童生徒が相談をする際にもタブレット端末
が利用され、いじめ・不登校対策としての活用も進めているところです。そのほか、学校
向け連絡アプリ「すぐーる」の導入により、学校と保護者との連絡をタイムリーかつ確実
に行うことが可能となったことなど、教育の現場においても様々な方面で DX が推進され
ています。

再質問

Q   防災や福祉、農産業等のあらゆる分野で DX が推進されていることを受け、当町においても今後様々な分野
での推進を検討されるかと思いますが、どのような構想をお持ちであるかお聞かせください。 

A   現在、本町が実施する DX の取組状況は前述のとおりでありますが、マイナンバーカードの図書カードとし
ての利用など、他自治体では様々な取組みがなされています。今後も他自治体の動向を注視しつつ、先進事
例等の情報を庁内関係課で共有するとともに、財源の確保にも努めながら、実現可能な施策を取捨選択して
進めていきたいと考えています。  
　今後も、大野町 DX 推進計画に掲げる「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」の実現に向け、
引き続き「書かない窓口」やオンラインで手続きが完了する「行かない窓口」を目指すとともに、計画に基
づき着実に進めてまいります。
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再質問

Q   子供は地域の宝であり、子供を学校と家庭だけに任せておくのでなく、地域力で育てなければいけないと思
いますが、コミュニティスクールと言われる支援組織の学校運営協議会の活動についてお尋ねします。 

A   地域の知恵と願いを学校運営に導入するなど、特色のある学校作りができるよう、地域の方々に参画してい
ただきいろんな意見をいただいています。また地域人材の発掘や、部活動の地域移行化での指導者の発掘な
ど、学校と地域が力を合わせられるよう協力をいただいています。

Q   青少年育成対策として、青少年育成団体に期待することはなんですか。 

A   学校運営協議会の他に、青少年育成推進員や青少年育成員、スポーツ推進委員や体育委員があり、公民館を
核とした地域学校協働活動への取組みなど、地域社会との協働についての素地があります。こうした関係団
体が更なる体制強化を図ることにより、地域の教育力を高めて行くことにより、地域で支える青少年育成の
環境を形成していきたいと考えます。

Q   休日の部活動の外部委託に従事する指導者の在り方についてどのようにお考えですか。 

A   部活動の地域移行は令和 6 年 8 月を目指していますが、運営体制についてはスポーツクラブを主体とし、その
一部門として「おおのジュニアクラブ」の立ち上げを予定しています。指導者については、町体育協会に登録
をしていただいた方を派遣していただく方法を考えています。  
　また、指導者には勝利至上主義に拘るのではなく、人間教育としての指導をお願いしたいと考えています。
部活動での様々な経験により、協力すること、我慢すること、最後まで頑張ること、また負けても悔しくても
頑張れる、そういう子どもを育てるためにも、教育的な見地からの指導が出来る指導者の確保が大切であると
考えています。

Q   学校の統廃合問題について進捗をお尋ねします。 

A   現状の小学校 6 校・中学校 2 校の合計 8 校体制を確保することは、教育環境の懸念や老朽化した学校施設の
対応などで困難な状況であり、これらの課題に対して令和 4 年度から有識者や広報委員の地区代表、PTA
の代表などで構成する「学校のあり方外部検討委員会」の中で協議を進めています。  
令和 5 年度中には、将来の小・中学校像についての答申をいただく予定です。

答弁①
（町長）

　第七次総合計画の中で、北部地区を観光・レクリエーションゾーン、中心地区を生活・
商用ゾーン、南部地区をインター周辺ゾーンと位置づけるなどして、南北の軸となる大垣
神戸大野線、東西の軸となる大野揖斐川線を補足する道路網、これらを利用した町内周遊
道路を形成する道路網を検討していく必要があると考えています。北部地区では、歩行者
や自転車等利用者には、名鉄廃線敷の整備を来振寺周辺まで延長し、加速化していくことや、
三水川左岸堤防を歩いたり、自転車で野古墳群まで行けるようなルートを整備していきた
いと考えています。

　また、車の利用者には、レインボースタジアムなどへ行きたい方に、大谷南線にサイン案内を充実し、簡単に目
的地へ訪れることができるよう工夫をし、併せて野古墳群などの公共施設や観光施設に立ち寄っていただき、帰り
は違う県道で帰っていただくような周遊道路としての利用も考えられるのではないかと思います。

答弁②
（町長）

　今年度は大野町公園等再生計画検討委員会において、公園のリニューアル計画を策定し、
町内にある２９ヶ所の公園について、これからのあり方を決めていく予定です。現在のとこ
ろは使用状況や費用対効果等を勘案しながら、その中で地域で管理していただく方法、あ
るいは統廃合も含めて総合的に判断して優先順位を定め、計画的にリニューアルを図って
いきたいと考えています。その中でも運動公園については、早期に条例を整備し、第七次
総合計画の策定に併せ、都市公園化について検討を進めてまいります。

答弁③
（教育長）

　大野町におけるいじめ不登校の状況については１０月末時点で、いじめの認知件数が、小
学校１6件、中学校 5 件です。不登校の目安となる年間３０日以上欠席している児童生徒は、
小学校１７名、中学校２5名です。
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再質問

Q   制度を導入する多くの自治体での支給実績は少ない傾向にあり、その背景として対象要件のハードルの高さ
が挙げられています。本町で制度が導入されるに至った場合、本制度の目的達成のためには対象者の門戸を
大きく開くことが非常に重要であると考えますが、いかがですか。 

A   公平性、必要性等の観点から検討すべき項目は多く、制度の導入には十分な調査・研究が必要であると考え
ます。他市町の動向や先行事例の効果を勘案し、研究・検討をしてまいります。

Q   自治体のみならず、奨学金返還支援（代理返還）制度を導入する企業も広がりをみせています。今後、当町
や町内企業が本制度を導入した場合、進路や居住地等の選択への大きな影響力をもつのではないかと考えま
すが、制度の周知方法についてはどのようにお考えですか。 

A   現段階で町独自の周知については考えていませんが、国や県、各種関係団体からの要請を含め、商工会等と
連携をしながら、本制度の周知に協力をしていきたいと考えています。

質問２ 　�視覚障がい者のための「音声コード」利用促進について�
（一問一答）

　　　　　　 　全ての若者が障がいの有無によって分け隔てられることなく、情報の取
得や意思疎通ができる社会の実現を目指し、町民に送付する公的な通知に

「音声コード（※）」の普及を進めていただきたいが、いかがでしょうか。
　　　　　　※ 紙媒体に掲載された文字情報をデジタル情報に変えるための二次元の

バーコード。

ひろせ　一彦 議員

質問1 　奨学金返還支援制度の導入について（一問一答）
　　　　　　 　奨学金返還に苦しんでいる若者の負担を軽減し、若者の地域定着を促す

「奨学金返還支援制度」を当町でも導入してはいかがでしょうか。

答弁
（町長）

　奨学金返還支援制度とは、地域における就労者の確保や移住・定住促進を目的として奨
学金の返還を条件付きで支援するもので、若者の人口流出の抑制や U ターン・I ターンを
期待できるほか、地元中小企業の人材確保という面での効果も期待できる制度として、一
部の自治体で導入されています。一方で、限りある予算の中で奨学金を受けた全ての学生
を支援することは難しく、対象者を絞り込むための方針等の策定や戦略的な対象業種の選
定など、制度の導入には十分な議論が必要であると考えます。
　現在、本町では、新築住宅の移住定住奨励金や大野町結婚生活支援補助金、県外からの

移住者を対象とした移住支援金の交付など、各種の移住・定住施策に取り組んでいるところです。奨学金返還支援
制度の導入については、他市町の動向を注視しつつ、先行事例の効果や企業の意向等も調査し、町の移住・定住施
策の一環として前向きに検討をしてまいります。

Q   文化財保護行政について、まちづくり推進課と強い連携を持って活性化を図らなければ、投資効果は半減す
ると考えますがいかがでしょう。 

A   文化財については、今後は観光資源としての活用も考えていきたいと思います。住民の目線で捉え直し、学
術的価値とのバランスを取りながら、「おらがまちの宝」として住民と行政が一体となって文化財を保存す
るだけではなく、外に向かって発信することが大切だと考えます。  
　文化財保護協会、郷土の先人の顕彰会や美濃おおの発見ガイド隊、相羽宝林荘プロジェクトなど文化財に
理解と関心のある住民団体や、文化財の情報発信拠点であるあけぼのミュージアムや旧北岡田家住宅などの
地域資源を生かして、広く住民の文化財に対する理解を深め、住民と一体となった文化財の保存活用ができ
るように努めてまいります。
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答弁
（民生部長）

　本町では、視覚障がい者向けの情報の取得に向けた支援として、拡大読書器や活字文書
読み上げ装置等の購入助成のほか、障がい福祉サービスや軽度生活支援事業におけるヘル
パーや有償ボランティアによる朗読支援などを実施しています。また、現在町が運用する
町公認情報アプリ「情報発信おおの」には、防災行政無線放送や町からのお知らせを読み
上げる機能が搭載されています。

答弁
（町長）

　本町の人口は平成１９年の 2 万3,８７6人をピークとして減少に転じており、特に出生数につ
いても、令和 3 年度に引き続き、令和 4 年度も１００名を下回るという深刻な状況となってい
ます。
　この喫緊の課題に対応すべく、本町では、おおの創生総合戦略に基づいて事業ごとに数
値目標を設定し、各事業の進捗管理や効果検証を行うなど、全庁体制で取り組んでいると
ころです。その中でも、人口減少及び少子化対策における子育て支援や教育の充実は重要
度が高いものであると捉え、総合戦略では、「基本目標 1 　結婚・出産・子育ての希望をか

なえる施策」として、結婚、妊娠、出産、子育て、教育の各段階に応じた切れ目のない支援の充実を図っています。
　国においても「異次元の少子化対策」を掲げて施策が講じられ、今後の国・県からの支援に大きな期待を寄せて
いるところです。また、令和 5 年１０月には新病院も開院し、今後イビデン株式会社大野事業場の一部操業開始や東
海環状自動車道の全線開通等を控え、本町を取り巻く環境は大きく変化していくこととなります。これらのチャン
スを大野町のアピールチャンスとして大いに活かし、移住・定住人口の増加、出生数の増加に繋げるべく、より効
果の高い施策の検討をしてまいります。
　現在、本町では、総合計画の指針となる大野町グランドデザインの改訂が進められ、本町の政策の柱として掲げ
る 3 K（観光、企業誘致、環境）に新たな 2 K（健康・福祉、子育て・教育）が加わります。子育て支援や教育の
充実についても政策の柱へ組み込むことにより、全庁体制での取組みを一層促進したいと考えています。
　人口減少や出生数の減少に歯止めをかけるためには、子育て支援や教育の充実のみならず、地域産業の活性化や
住環境の整備などの多様な方面からの政策の実施が求められます。来年度に第七次総合計画を策定するなかで、国
や県の動向を注視しつつ、他自治体の先進的な取組みの調査・研究に努め、人口減少、出生数の減少という困難な
課題を各課共通の課題として認識し、全庁体制で取り組んでまいります。

再質問

Q   公的な文書への音声コードの付与は、視覚障がい者への合理的配慮の提供に値する最たる方法であると考え
ます。町が送付する各種文書への音声コードの付与について、どのようにお考えですか。 

A   紙媒体へ音声コードを付与する場合には、視覚障がい者の方が音声コードの印字箇所を把握するための印と
なる半円の切り欠きを入れる必要があります。運用面を踏まえると、町から送付する全ての公的文書へ音声
コードを付与することは難しいものと考えますが、視覚障がい者の方のニーズを把握し、希望される場合に
は、福祉課が送付する文書へ音声コードの付与を行うなど、できることから個別で対応をしてまいりたいと
考えています。  
　今後も、障がい者に配慮した ICT 機器やサービスに関する情報収集に努め、一人一人の障がいの程度や周
囲の状況に合わせた支援について検討をしてまいります。

国枝　利樹 議員

質問 　�人口減少及び少子化対策の方針について�（一括質問一括答弁）
　　　　　　 　全国的に人口減少及び少子化が進む中、一部の自治体では子育て支援施

策や教育の充実などにより、移住人口の増加そして出生率の増加などの実
績を残しているところもあります。今後大野町としてどのような方針で、
この問題に取り組まれていくのかお伺いします。
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議 会 の う ご き【議会議員が出席した主な行事等】

9 月

10 月
2 日 令和 5 年第 2 回西濃環境整備組合議会定例会 山川議長
3 日 令和 5 年度揖斐郡町村議会議長会 10 月例会 山川議長
13 日 令和 5 年第 4 回揖斐広域連合議会臨時会 山川議員・長沼議員・国枝議員
15 日 令和 5 年度大野町総合防災訓練 全議員
23 日 例月審査 宇佐美監査委員
25 日 財務監査 宇佐美監査委員

治水神社秋季法要・薩摩義士秋季顕彰式 山川議長
27 日 福祉のふれあい広場 永井副議長
27～29 日 北見市表敬訪問（北見市・大野町友好都市提携 25 周年事業） 山川議長
30 日 大野町都市計画審議会 国枝議員・宇野議員・ひろせ議員・永井議員

令和 5 年第 2 回揖斐郡消防組合議会定例会 山川議長

22 日 大野町議会議員町内施設視察研修（台風 7 号による町内の
災害状況について）

山川議長・永井副議長・長沼議員・国枝議員・宇野議
員・ひろせ議員・野村議員・宇佐美議員・久保田議員

29 日 令和 5 年第 2 回大垣衛生施設組合議会定例会 山川議長
30 日 町内小学校運動会 全議員

11 月
3 日 令和 5 年度大野町功労者表彰式 / 柿とバラの町農地・水・

環境保全組織表彰式
山川議長・永井副議長・井上議員・長沼議員・宇野議
員・ひろせ議員・野村議員・宇佐美議員・久保田議員

4 日 おおのフェスタ & 木育フェア 2023 オープニングセレモニー 山川議長・ひろせ民建委員長
5 日 市制 20 周年記念事業みずほふれあいフェスタ 2023 山川議長

令和 5 年度「秋のこどもまんなか月間」街頭啓発活動 野村総文委員長
6 日 第 28 回根尾川花火大会実行委員会 山川議長・ひろせ民建委員長
7 日 地方自治連絡協議会 山川議長
9 日 岐阜県知事への要請活動 山川議長

第 2 回大野町青少年育成町民会議運営委員会 野村総文委員長
20 日 例月審査 宇佐美監査委員

令和 5 年第 5 回揖斐広域連合議会定例会 山川議員・井上議員・長沼議員・国枝議員
21 日 岐阜県・（一財）地域活性化センター

「2023 地方創生フォーラム in 岐阜」講演会 山川議長

22 日 北海道北見市表敬訪問・歓迎会 山川議長・永井副議長・野村総文委員長・ひろせ民建委員長
第 3 回大野町地域福祉推進委員会 ひろせ民建委員長

23 日 大野町・北見市友好都市提携 25 周年記念式典 全議員
北海道北見市訪問団歓迎交流会 山川議長

24 日 財政援助団体等監査 宇佐美監査委員
26 日 令和 5 年度池田町・揖斐郡消防協会合同総合防災訓練 山川議長
28 日 議会運営委員会 委員・山川議長
29 ～ 30 日 第 67 回町村議会議長全国大会 山川議長

12 月
1 日 岐阜県町村議会議長会理事会 山川議長

第 3 回岐阜県町村議会議長会評議員会 山川議長
3 日 第 64 回揖斐郡駅伝大会 山川議長
5 日 第 4 回定例会（開会） 全議員

全員協議会 全議員
議会運営委員会 委員・山川議長

6 日 総務文教常任委員会 全議員
民生建設常任委員会 全議員

9 日 第 5 回竹中半兵衛生誕記念祭 山川議長
12 日 第 4 回定例会（一般質問） 全議員
13 日 第 4 回定例会（閉会） 全議員

全員協議会 全議員
18 日 例月審査 宇佐美監査委員
20 日 議会広報編集委員会 委員・山川議長
21 日 財務監査 宇佐美監査委員
22 日 揖斐地域行政懇談会 山川議長
26 日 令和 5 年度大野町消防団夜警巡視出発式 山川議長

略　総文＝総務文教常任委員会　　民建＝民生建設常任委員会
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◇◆ 議会の窓 ◆◇

議会議員視察研修報告
副議長　永井　啓介

　昨年１０月１6日から１７日までの 2 日間、宮城県石巻市、南三陸町、気仙沼市において震災遺構を巡り「防災について」
全議員で行政視察研修を行いました。

①　石巻・大震災まなびの案内
　石巻市では、石巻観光ボランティア協会の方にバスに同乗してもら
い、被災の大きかった地域や震災遺構などを巡りながら、被災状況や
当時の体験など「防災への意識と心得」、「命の大切さ」、「防災教育活動」
についてお話を聞くことができました。

②　震災遺構大川小学校
　「大川小学校」では、新聞やメディアでは報道されていない話を、実
際に被災された「大川伝承の会」語り部ガイドの方から、お聞きする
ことができました。
　地震後大津波警報が発令され町が避難を呼びかける中、5０分間校庭
にとどまり続けたことや、結果的に高い裏山ではなく「小高い場所」
への避難を決めたことなどにより、児童７4名・教員１０名が亡くなられ
た話を聞き、避難計画に基づき行動することが原則ですが、時として
現場の状況に合わせた柔軟な対応をとることも、命を繋ぐ上では必要
なことと深く感じました。
　また、震災後の行政の対応について、１２年経過した今でも行政不信
が根強くあることに対し、被災後における住民への接し方も、行政に
とって重要な課題であると感じました。

③　南三陸町震災復興記念公園
　当記念公園は、震災の犠牲者を悼み、甚大な被害と教訓を次世代へ
引き継ぐ場として、令和 2 年１２月に全体開園となりました。公園内に
ある防災対策庁舎は、津波の被害を受け避難した職員や住民4３名が犠
牲となった町の防災対策庁舎であり、震災遺構として震災当初のまま
公園内に保存されています。　　
　本来ならば、災害時に地域の防災拠点となるべき防災庁舎ですら大
規模災害に対しては全くの無力であり、過去の災害から想定された予
測などを過信することなく、既成概念にとらわれることのない危機管
理、防災体制の再点検が急務であると感じました。

④　気仙沼市東日本大震災機構伝承館
　「東日本大震災機構伝承館」では、海から約１5０m、海抜は 1 m 程度
の立地にあった「旧向洋高校」で、発災当時に居合わせた生徒・教師
など約２5０名が、１３m を超す大津波に襲われながら、臨機応変な避難に
より奇跡的に誰一人犠牲にならなかった話を当時の学校関係者からお
聞きすることができました。
　また、発災当時に防災担当として対応に従事した気仙沼市の危機管
理担当職員の方からも、その当時の市職員の対応状況など、実体験し
た者ならではの貴重なお話を聞くことができました。

　防災対策は、災害が発生しない限り、その効果は目に見えにくいため、
私たちの関心は低くなりがちです。
　しかしながら、残念なことに災害はいつ発生するかわかりません。
　それは明日なのか１００年後なのか、軽微なのか甚大なのか、予測することは困難です。
　当議会も、目の前の課題だけでなく、今後発生するであろう災害に備え、長期的な危機管理をマネジメントする
機関でなければならないと、強く感じました。
　また、今回の研修では、行政の視点とは違った、民間の視点での意見、感想を聞くことができたことは、今後の
当町における自然災害との向き合い方を考えるうえで、貴重な経験となりました。

▲津波被害が甚大な門脇小学校

▲大川小学校で語り部から当時の惨状を聞く議員

▲伝承館で気仙沼市職員から当時の対応状況を
聞く議員

▲当時の防災対策庁舎を保存した記念公園
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大野町ホームページアドレス　https://www.town-ono.jp/
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住 民 だ よ り

納 期 限 の お 知 ら せ

1 月 31 日（水） 町県民税（４期）
国民健康保険税（９期）

2 月 29 日（木） 固定資産税（４期）
国民健康保険税（１０期）

納め忘れのないように早めに納めましょう。
※納付は安全で便利な口座振替を利用してください。
※期限内であれば、コンビニまたはスマホ決済でも納付できます。
※期限を過ぎた納付には、延滞金が加算される場合があります。
※納税されないまま放置されますと差押え等の滞納処分が行わ
れることとなります。
※家屋を取り壊した時は、届出をお願いします。

次回の古紙類等回収について
３月１７日（日）午前９時〜11時（２時間）
順延の場合、３月２４日（日） 
◎回収場所　各地区公民館
◎回収品目　新聞、雑誌類、チラシ、段ボール、

牛乳パック、古着
（注）実施の有無については、当日朝８時に広報無線にて

お知らせします。

◎問合せ先／環境生活課　☎ 3５-５372

１２月中に届け出のあった人（敬称略）

　
住所 氏名 年齢 住所 氏名 年齢

相羽 松浦　敏美 70 古川 大野　春枝 95

六里 若原千鶴枝 88 松山 福地　和子 89

大野 山下　正行 86 中之元 小森　芳子 63

大野 山下加代子 88 中之元 武藤　卓美 86

大野 森腰喜代子 83

謹んでお悔やみ申し上げます謹んでお悔やみ申し上げます

【１人分の栄養価】
エネルギー タンパク質 脂質 カルシウム 塩分
２０kcal ０.６g １.２g ２７mg ０.５g

食育の
すすめ

～
食

生
活改善協議会～

冬に食べたい、
体ぽかぽか簡単スープ

　今月は乾燥わかめを使い、手軽にできる「わかめスープ」
を紹介します。わかめは食物繊維やカルシウムなどのミネ
ラルが豊富な食品です。また、海藻類に多く含まれるヨウ
素は、体内の代謝を活発にする働きがあり、ごま油と一緒
に摂取することで、その吸収率がさらに高まります。
　しょうがやねぎも加わり、身体もぽかぽかになります。
具だくさんのスープ、よく噛んで食べたいですね。
　ぜひお試しになってみてはいかがでしょうか。

【作り方】
①しょうがはせん切り。大根はいちょう切り。ねぎは小口
切りにする。
②鍋にごま油を入れて熱し、しょうがを軽く炒める。
③水・鶏がらスープを鍋に加え、大根も加えて煮る。
　大根に火が通ったら、わかめを加える。
④味をみて、塩少々を加え、火を止める。
　お椀に盛り、ねぎと白ごまを散らす。

●�わかめのスープ

情報発信おおの　
町の情報をメール・アプリ・LINEで受け取れます。

広報おおの
電子書籍版
はこちら▲

 
住所 氏名 住所 氏名

♥
夫 瀬古 山本　竜也

妻 岐阜市 片岡　志織

末永くお幸せに末永くお幸せに

令和六年 大野町
二十歳を祝う会

 です。

人口と世帯（１月１日現在）

人　口 … ２１, ７９７（−２６）
男 … １０, ７５９（−　７）
女 … １１, ０３８（−１９）

世帯数 … ８, ２２５（−　６）
出生８人／死亡２５人／転入３６人／転出４５人

今月の表紙

ご登録をお願いします

【材料（５人分）】
乾燥わかめ…………… ６ｇ

（大さじ３）
しょうが… ２０ｇ（１かけ）
大根…９０ｇ（中１/５本）
ねぎ……５０ｇ（１/２本）
ごま油…………… 小さじ１
水…………………８００cc
鶏がらスープ（顆粒）
　………………… 大さじ２
塩……………………… 少々
白ごま…………… 小さじ２

 
住所 氏名 保護者 住所 氏名 保護者

稲畑 稲川　楓
か の

乃
智也
・

彩絵
南方 柳瀬　将

しょうせい

誠
敦也
・

仁美

小衣斐 種田　羽
う い か

伽
竣介
・

千晶

こんにちは！赤ちゃんこんにちは！赤ちゃん


